令和４年度事業計画

Ⅰ　基本方針　　
　　日本経済の令和４年度見通しは、長引く新型コロナウイルス感染症の影響下にありますが、ウイズコロナの下で、社会経済活動の再開・継続を図りつつ、安全・安心を確保していくとともに「経済対策」を迅速かつ着実に実施して公的支出による下支えを図りつつ、経済を民需主導の持続的な成長軌道に乗せていくとし、「成長と分配の好循環」の実現に向けて着実に前進していくとしています。
全国シルバー人材センター事業協会の報告によりますと、シルバー事業実績の速報値では、請負、派遣ともに受注件数、就業延人員、契約金額が伸びてきており、徐々にではありますがコロナ禍前の水準に回復しつつあるようです。
会員数については、減少傾向のまま下げ止まっておらず平成３０年度から令和６年度にかけて実施している第２次会員１００万人計画の実現は厳しい状況です。当面、コロナ前の水準（令和元年度）に回復させることを最優先課題として取り組むとしています。
出水市においては、ここ1年間で人口は５０６人減少しており、そのほとんどが５９歳以下の稼働年齢層です。人口減少・少子高齢化の進展による人手不足の状況は変わらず、減少する稼働年齢層をカバーするために、高齢者は貴重な労働力です。
また、フルタイム就業を希望する高齢者が増加しており、短期間・短時間就業のシルバー人材センターへの入会者の高齢化や減少傾向は当分続くことが予想されるところですが、令和４年度からの中期３カ年計画では３年後の目標値をコロナ前の会員数２８１人に戻すことと、契約金額を受託・派遣合わせて１６５，０００千円に設定し、就業率の向上と未就業対策を重点項目として取り組むことにしております。
新型コロナウイルス感染症の動向にもよりますが、ここ２年間中止している会員交流事業や地域ボランティア活動については、安全対策を十分講じながら対応したいと思います。また、シルバー人材センターは、人生１００年時代を見据え、地域の高齢者が就業を通じて地域社会に貢献し、高齢者の生きがいや居場所づくりとして重要な役割を担っており、地域の特色や実情を踏まえながら市の行事にも積極的に参画して、シルバー人材センター事業の普及啓発を図ってまいります。
最後に、安全就業の確保は、センター事業推進にあたって最も重要なことですので、会員一人一人が常に安全確保を念頭に行動する心構えを持ち、「事故ゼロ」と自らの「健康維持増進」に努めてもらえる取り組みを強化していきます。

Ⅱ　実施事業
　１　就業機会確保・サポート事業
　２　普及啓発事業
　３　安全・適正就業推進事業

Ⅲ　実施計画
　１　就業機会確保・サポート事業
　　　臨時的・短期的な仕事の開拓に加え、業務拡大に伴う業種及び職種への対応ができる人材を確保し、人手不足分野及び現役世代の下支えとなる分野の仕事の掘り起こしを進め、事業の拡充に取り組みます。
1 就業機会の確保と提供
1 　会員の希望、経験、能力、資格及び健康状態を十分把握し、就業機会の創出に努めます。
2 有料職業紹介事業について、県連合及びハローワークと連携して実
施に向けた調査研究に取り組みます。
3 地域のニーズ、人手不足となっている分野の受注開拓に努めます。
4 就業にマッチしたスキルアップを図るための講習会を実施します。
5 誰でも参加しやすい独自事業の研究、開発に取り組みます。
6 未就業者への相談体制を整え、就業率の向上に努めます。
　　⑵　会員拡大へ向けた取り組み　
　　　①　会員の口コミ（一人一会員入会活動）効果による入会勧奨の強化を図ります。
　　　②　女性のための入会説明会やパンフレット作成に取り組みます。
　　　③　高齢会員の社会参加意欲を高め、退会会員の抑制に努めます。
4 　定例の入会説明会に加えて臨時の説明会を開催します。
⑶　組織体制の充実
　　　①　理事会、専門部会の充実と各委員会の連携強化を図り、運営の充実と情報の共有を図ります。
　　　②　地域班組織及び職群班組織の機能をより充実し、自主的・主体的な活動の推進を図り、事業の円滑な運営を目指します。
　　　③　事業活動、組織活動に対する参加促進を図るため、ポイント制度の活用等の充実を図ります。
　　　④　中期計画に基づいて、組織体制の充実を図ります。
　　⑷　就業に関する指導・相談の実施
　　　①　会員及び発注者に対して臨時的かつ短期的又は軽易な業務に関する仕事の理解と安全・適正就業が図られるための指導・相談を行います。
　　　②　会員の多様な就業ニーズに応えるための就業相談を行い、未就業会員に対して定期的な就業相談会を開催し、就業率の向上に努めます。

２　普及啓発事業
シルバー人材センター事業への信頼と理解が得られるよう事業の基本理念、しくみ等について広く浸透させるための取り組みを行います。
　　⑴　普及啓発活動の推進
　　　①　広報紙「シルバー出水」を全戸配布して、事業の周知に努めます。
　　　②　ホームページを通じて情報の発信を行います。
　　　③　普及啓発月間（10月）中の街頭広報活動の取り組みや懸垂幕を掲げて周知に努めます。
　　　④　市の広報媒体の活用や市が主催するイベント等に積極的に参加し、普及啓発に努めます。
2 　ボランティア活動の推進
　　　①　新型コロナウイルス感染症の動向にもよりますが、防疫対策を講じながら市内各地域での清掃・除草等の環境美化作業を通じて事業理念の浸透を図ります。
　　　②　資源の再利用を目的とした使用済みタオルを利用した手作り雑巾を市内の各小学校に寄付し、子どもとの交流を通じて事業のＰＲに努めます。

　３　安全・適正就業推進事業
安全就業を確保するためには、会員自身が健康で安全に対する姿勢を強く持ってもらう必要があるので、安全・適正就業計画に基づいて事業を推進し、「事故ゼロ」を目指した取り組みを行います。
1 　安全就業の推進
1 　安全就業基準に基づいた作業方法の徹底と実施に努めます。
2 　安全・適正就業月間には、安全大会を開催し、安全意識の高揚に努めます。
3 作業前後のミーティング、ヒヤリ・ハット報告及び安全就業中のぼり旗設置を確実に実施します。
4 作業前準備体操を奨励します。
5 作業班内での責任者には腕章を装着し、発注者に対して責任の所在を明確にします。
6 安全標語を募集し、安全意識の浸透を図ります。
7 定期的に安全・適正就業対策推進委員会及び理事による安全パトロールを実施し、安全就業の徹底と意識の啓発に努めます。
8 事故発生時には、職群班長会を即時開催し、事故の検証及び対策を検討し、班員への周知並びに徹底を図り再発防止に努めます。
9 熱中症予防対策として、天候や体調に応じた就業制限を行います。
10 交通ルールの遵守と交通違反・交通事故ゼロを目指します。
2 　適正就業の推進
　　　①　請負・委任、派遣及び職業紹介の就業形態に応じた契約に基づいた働き方を会員に提供します。
　　　②　就業機会の適正化を図るため、ローテーション就業でのワークシェアリングに努めます。
　　　③　不正就業が起こらないよう会員及び発注者への理解を求めていきます。
3 　健康管理の推進
　　　①　コロナ禍の中「新しい生活様式」を日常化して、体調管理・手洗い・うがい・マスク着用を徹底します。
また、健康管理のための定期健康診断受診を勧奨し、健康状態の把握に努めると共に朝礼時の健康チェックを推進します。
　　　②　安全ニュースを通じて安全対策、健康管理情報を提供します。
　　　③　健康意識の高揚を図るため、健康講座を開催します。

Ⅳ　令和４年度努力目標値
　１　会員数　　　　　　　　　　　２６０人
　２　就業率　　　　　　 　　　　　８３％
　３　就業延人日　　　　　２４，５００人日
　４　契約金額　　　　 　１４８，０００千円　
